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いうことから、指導にあたる行政機関の担当者自身が利用者や利用者家族の立
場でこのサービス内容に同意できるかどうか、というのが一つの判断基準にな
るでしょう。なぜそのような介護を行うのかという点については必ずその理由
があるはずです。利用者やその家族の立場に立ち、自分なりに納得するまで介
護支援専門員から詳細な説明を受けましょう。 

 

（４）高齢者虐待への対応 

高齢者虐待防止法では、高齢者の養護者の他、養介護施設従事者等による虐
待の防止について規定しています。同法第 24 条では、市町村⾧又は都道府県
知事は、高齢者虐待に関する通報等（虐待に関する届出や報告を含む）を受け
た場合は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護
を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するも
のとされており、特に介護保険法では、高齢者虐待は人格尊重義務違反に該当
し、状況によっては指定取消等の行政処分となる可能性もあるため、そのよう
な事案があれば、適切に監査を行い、事実関係を確認することになります。 

運営指導においては、利用者の様子や従業者の態度等を巡回時に確認します
ので、虐待若しくはその予兆がないかよく観察しましょう。 

また、特に高齢者虐待の担当部署と介護保険施設等に対する指導監督の担当
部署が異なる場合は、事案が生じた場合は情報共有を図る等、随時連携して対
応するよう留意してください。 

なお、養介護施設従事者等による高齢者虐待の定義22は次のとおりです。 
 

 
ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を
加えること。  
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は⾧時
間の放置その他の高齢者を養護すべき 職務上の義務を著しく怠ること。  
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の
高齢者に著しい心理的外傷を与える 言動を行うこと。  
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ
な行為をさせること。  
ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不
当に財産上の利益を得ること 
 

 
  

 
22 「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（厚生労働省老健局） 
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（５）身体的拘束等の廃止 

ア 身体的拘束等とは 
私達が普通に生活している中で、身体的拘束等を受けることは想像できない

ことで、そのようなことをされたら自分の身に極めて異常な事態が起こってい
ると認識するはずです。介護保険法では、高齢者の尊厳を守ることを法の目的
としていることから、何の理由もなく、身体的拘束等が行われることはあり得
ないことといえます。 

一般に、人の行動の自由を奪う身体的拘束等が行われた場合は、刑法（明治
４０年法律第４５号）第２２０条の逮捕及び監禁の罪23や状況によっては同法
第２０８条（暴行）24等に該当する可能性があり、これは介護保険施設等の利
用者でも同様です。 

介護保険制度の中では、全てのサービス種別のそれぞれの運営基準（厚生労
働省令）において、各サービスの提供にあたっては、当該入所者（利用者）又
は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場
合を除き、身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を制限する行為（以下
「身体的拘束等」という。）を行ってはならない旨規定されています。 

このように運営基準に身体的拘束等の原則禁止規定が置かれた上で、例外的
に身体的拘束等を行う場合の要件が規定されています。 

 
原則禁止である身体的拘束等をやむを得ず行う場合は、あくまで当該入所者

（利用者）又は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を保護するため緊急や
むを得ない場合に限られ、介護職員等の従業者の不足等、介護保険施設等の側
の理由は排除されています。 

また、介護保険制度において身体的拘束等が原則禁止されているのは、運営
基準で禁止されているから、という理由だけではありません。身体的拘束等は、
利用者本人にとって身体的、精神的、社会的弊害をもたらし、利用者の自立を
阻害する行為です。そしてそれは例外的に身体的拘束等を行う場合であっても、
身体的拘束等を行う以上、それらの弊害が軽減されるわけではありません。行
政機関は、特にこの点に留意し、身体的拘束等の廃止に関し、介護保険施設等
の理解が深まるよう説明を尽くさなくてはなりません。 

 

 
23 刑法（明治４０年法律第４５号）第２２０条（逮捕及び監禁の罪）「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以

上七年以下の懲役に処する。」 
24 刑法（明治４０年法律第４５号）第２０８条（暴行）「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年

以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 
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イ 例外的に身体的拘束等を行う場合の要件 

上記のとおり、身体的拘束等は原則禁止ですが、例外的に身体的拘束等を行
うことが運営基準上、一定の条件の下で認められています。ここでは運営指導
中に身体的拘束等が行われていたときの対応について解説します。 
 
① 緊急やむを得ない場合の手続きについて 

運営指導で身体的拘束等を発見した場合は、まずはその記録の提示を求め、
内容を確認します。そしてその記録の内容から、発見した身体的拘束等が、下
記の「例外的に身体的拘束等を行う場合の要件」（切迫性、非代替性及び一時
性の三つの要件を全て満たすこと）に該当することを事業所または施設全体で
極めて慎重に手続きを行ったどうかを確認します。これはその要件（身体的拘
束等の態様及び時間、その際の入所者等の心身の状況並びに緊急やむを得ない
理由等の記録のほか、サービス種別により身体的拘束等の適正化のための対策
を検討する委員会、身体的拘束等の適正化のための指針の整備、身体的拘束等
の適正化のための研修の定期実施が運営基準上義務づけられている）への適合
性を確認する前提として、そもそも例外的に身体的拘束等を行うべき事案であ
るかどうかが問題となるからです。 

身体的拘束等の態様等の記録があれば、第一義的には身体的拘束等を行う手
続に問題はありませんが、その記録の内容からしてそもそも緊急やむを得ない
場合といえるのか判断するため管理者等に対してその状況に関する報告を求め
ます。 

一方、身体的拘束等を行っているにもかかわらず記録がない場合についても
上記と同様に、そもそも緊急やむを得ない場合の身体的拘束等といえるのか、
管理者等からの状況報告等により判断しなくてはなりません。 

以上のいずれの場合でも、もしも、下記の例外的に身体的拘束等を行う場合
の要件に明らかに合致していないか又は合致していない疑いがある場合は、適
切な手続きを経ていない身体的拘束等は高齢者虐待防止法に規定する身体的虐
待に該当する可能性が高いことから、直ちに身体的拘束等を中止するよう指導
するとともに、必要に応じて運営指導から監査（立入検査）に変更し、事実関
係を確認します。 
 

◎例外的に身体的拘束等を行う場合の要件 
次の三つの要件をすべて満たしていること 

 
〔切 迫 性〕:利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらさ
れる可能性が著しく高いこと 
〔非代替性〕:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法
がないこと 
〔一 時 性〕:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 
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②身体的拘束等の適正化を図るための措置（形式的要件） 
 例外的に身体的拘束等を行う場合の要件として、その記録の他、対象サービ
ス25においては、当該運営基準に３つの形式的要件が定められており、これら
の要件は全て満たす必要があります。 
 

◎身体的拘束等の適正化を図るための措置 
 
身体的拘束等の実施の有無にかかわらず全ての措置を講じている
こと 

 
①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以
上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図ること 

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 
③介護職員その他の従業者に身体的拘束等の適正化のための研修を定期
的に実施すること 
 

 
 

ウ 身体拘束廃止未実施減算及び高齢者虐待防止未実施減算 

上記のとおり、身体的拘束等を適切に行うためには必要な記録等の適正な手
続きを行うことが必要であるとともに、上記対象サービスにおいては身体的拘
束等の適正化を図るための全ての措置を講じることが必須となっています。当
該記録がなければ当然のこととして、記録があったとしてもこれらを行ってい
なければ、報酬請求上の措置として身体拘束廃止未実施減算が適用されること
になります。なお、その対象は身体拘束廃止未実施減算の対象施設等26に限ら
れます。 

また、緊急やむを得ない理由の記録の有無及び３つの形式的要件の有無にか
かわらず、緊急やむを得ない理由に該当しない身体的拘束等を行っていた場合
は、そもそも身体的拘束等を行ってはならない事案であるため、高齢者虐待防
止法に規定する身体的虐待の可能性が高いことから、監査を実施し、事実を確
認し、高齢者虐待の事実が確認できれば介護保険法に規定する行政処分の事由
である人格尊重義務違反に該当します。 

なお、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（高齢者虐待防止対策
検討委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置）についても、全

 
25 短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービスに規定あり 

26 短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービス 
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てのサービスにおいて義務付けとなっていることから、措置を講じた記録が確
認できなければ、報酬請求上の措置として高齢者虐待防止措置未実施減算＊ が
適用されることになります。 

*（介護予防）居宅療養管理指導と（介護予防）福祉用具貸与を除く 

 
 

◎身体拘束廃止未実施減算の適用の考え方 （対象事業のみ） 
 
１ 身体的拘束等に関し以下の①及び②について確認する。 

① 身体的拘束等に関して、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況、緊急やむを得ない理由を記録（２年間保存）しているか   
② 身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、身体的拘束等の適正化のた
めの全ての措置を講じているか 

 
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上
開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹
底を図ること 
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 
・介護職員その他の従業者に身体的拘束等の適正化のための研修を定期的
に実施すること 

 
２ 上記１①による身体的拘束等を行う場合の記録がなされていない、又
は１②による身体的拘束等の適正化のための全ての措置が講じられていな
い事実を運営指導において発見した場合は、その日が属する月を「事実が
生じた月」とする。 
 
３ 身体拘束廃止未実施減算の適用 
① 上記２の状態を把握した場合は、速やかに27「改善計画」を市町村⾧に

提出するよう指導するとともに、「事実が生じた月」から３月後に改善
計画に基づく結果の報告を提出するよう指導する。なお、「改善計画」
が速やかに提出されない場合は、身体的拘束等を例外的に行う場合に必
要な手続きを行うこと及び身体的拘束等の適正化を図るための措置を講
じることが、身体拘束廃止未実施減算の解除の要件であることを理解さ
せ、提出を促す。 
※減算期間は最低３月となる。 

② 「事実が生じた月」の翌月から、「改善計画」に基づく結果の報告の提
出により改善が認められた月までの間について、利用者又は入所者全員
について所定単位数から 100 分の 10 に相当する単位数を減算する。 

 
27 運営指導で不適切な取り扱いを発見した日から１～２週間程度を想定。 
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４ 改善状況の確認 

「事実が生じた月」から３月後に、事業者からの「改善計画」に基づく報
告に基づき、改善状況を確認する。 

これにより改善が認められた場合は、改善が認められた日の属する月を
「改善が認められた月」として、同月まで身体拘束廃止未実施減算を行
う。 

ただし、事業者からの「改善計画」に基づく報告がない、又は、改善状況
が不十分である場合には、改善が認められないものとし、引き続き改善が
認められるまで（改善が認められた月まで）身体拘束廃止未実施減算を行
う。 

＊1 の②以降は、高齢者虐待防止措置未実施減算においても同様である。 
 

身体拘束廃止未実施減算及び高齢者虐待防止措置未実施減算は、高齢者虐待
の防止、身体的拘束の廃止又は適正な運用を確保するため、現時点で一定の条
件に該当していない場合に、それが改善されるまでの間、将来に向かって報酬
を減算するものです。つまり、この減算の仕組みは、他の減算の仕組みと違い、
未来に向かって運用の改善を促すことが最大の目的です。 

そのため運営指導において、過去における適切な手続きを経ていない身体的
拘束の取り扱いや、高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措
置の未実施が認められた場合であっても、運営指導で行政機関がそれを発見し
た日の属する月が「事実が生じた月」となります。 

これにより過去に遡及して当該減算を適用することはできず、速やかに提出
させることになる「改善計画」についても、あくまで今後の「計画」であるこ
とから、遡っての提出はできないことに注意が必要です。 
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